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居宅療養管理指導の種類 利用料金 
1 医師が行う 

居宅療養管理指導 
１月に２回限度として（１回あたり） 
単一建物居住者が１人  
単一建物居住者が 2～9人  
単一建物居住者が 10人以上  
※在宅時医学総合管理料を算定している場合
単一建物居住者が 1人
単一建物居住者が 2～9人
単一建物居住者が 10人以上

2 歯科医師が行う 
居宅療養管理指導 5,170 円

4,870 円

2,990 円
2,870 円
2,600 円

5,150 円
4,870 円
4,460 円

１月に２回限度として（１回あたり） 
単一建物居住者が１人  
単一建物居住者が 2～9人  
単一建物居住者が 10人以上  4,410 円



５ 利用料等のお支払方法 
月末締め、翌月の月初に前月分の請求をいたしますので、下記口座に振り込み又は現金もしくは口座引き落
としでお支払ください。 

医 科 歯 科 
湘南信用金庫 横浜西口支店 （店番号024） 
普通預金口座 (口座番号 5100930 )
医療法人社団 ユニメディコ 

湘南信用金庫 横浜西口支店 （店番号024） 
普通預金口座 (口座番号 5100930 )
医療法人社団 ユニメディコ 

※ 入金確認後、領収書を発行いたします。

６ その他 
事 項 内 容 

サービスの記録と事後評価
サービス提供の効果等を評価し、その結果を書面（サービス報告書）に記載し
てお客様に説明のうえ交付します。

７ サービス内容に関する苦情等相談窓口 

当事業所お客様相談窓口 
ご利用時間  ９：００～１８：００ 
（医科）電話：０４６－８７６－８８１１ 
（歯科）電話：０４６－８７６－７５８３ 

3 歯科衛生士が行う 
居宅療養管理指導 

１月に４回限度として（１回あたり）※がん末期 6回限度
単一建物居住者が 1人   
単一建物居住者が 2～9人  
単一建物居住者が 10人以上  

4 管理栄養士が行う 
居宅療養管理指導 

１月に２回限度として（１回あたり）※終末期 4回限度
単一建物居住者が 1人    
単一建物居住者が 2～9人   
単一建物居住者が 10人以上  

5  管理栄養士が行う 
居宅療養管理指導 

１月に２回限度として（１回あたり）※終末期 4回限度
単一建物居住者が 1人    
単一建物居住者が 2～9人   
単一建物居住者が 10人以上  

当該居宅療養管理指導事業所の
管理栄養士が行った場合

当該居宅療養管理指導事業所
以外の管理栄養士が行った場合

3,620 円
3,260 円
2,950 円

5,450 円
4,870 円
4,440 円

5,250 円
4,670 円
4,240 円
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